
2014年11月14日にドイツ連邦財務省は「電子的
方法による帳簿、記録および文書の記帳および保管な
らびにデジタルアクセスに関する原則（GoBD）」な
らびに「データ媒体の提供に関する補足情報」を公表
し、15年1月1日以降開始する課税年度より適用され
ています。適用から3年が経過した現在では、税務調
査などにおいて、移転価格文書と同様にGoBDに関す
る文書についても税務当局より提出を求められるケー
スが増加しています。
一方で、16年5月23日付のドイツ連邦財務省によ
る租税通則適用通達の補足を通じて、租税通則法第
153条と自己開示申告の区別が明らかにされました。
この中で、GoBDを含む税務コンプライアンスに関す
る内部統制を適切に整備、運用していた場合の企業の
メリットが明示されました。本稿では当該制度の概要
を解説します。

1. 電子的方法による帳簿、記録および文書の記帳お
よび保管ならびにデジタルアクセスに関する原則
（GoBD）
昨今、企業の業務プロセスはますますIT化され、電
子形式で保存されている証憑

ひょう

も多くなっており、ビ
ジネスの大部分がITに依存するようになってきていま
す。そのような状況に対応するため、従来の「データ
処理システムベースの会計処理における正規の簿記の

原則（GoBS）」「データアクセスおよびデジタル文書
の検証可能性に関する原則（GDPdU）」ならびに「税
務当局によるデータアクセス権に関する質疑応答」の
三つの通達を統合し、GoBDとして整理され、15年
1月1日以降開始される課税年度から適用されていま
す。GoBDの主な内容は、以下の通りです。
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Ⅱ　制度の概要

①納税者としての履行義務
納税者は、電子的方法による帳簿および記録が
正規の簿記の原則に則

のっと

った内容となっているか
どうかについて、たとえこれらの業務を部分的
または包括的に、組織的および技術的に（税理
士等に）外部委託している場合であっても、常
に全責任を負う。

②一般要件
電子帳簿およびその他の電子的方法による記録
が正規の簿記の原則を満たしているかについて
の評価は、（租税通則法第140条から148条に
規定される）ペーパーベースの帳簿に適用され
る一般原則に則って行われる。

③証憑管理
全ての商取引は証憑に基づく記録が必要となる
（すなわち、外部証憑がない場合は内部証憑の
作成が必須となる）。ハードコピーまたは電子
的方法による書類の保管が必要となる。

④時系列で内容的に整理された商取引の記録
納税者は電子帳簿およびその他の電子的方法に
よる記録の網羅性、正確性、適時性および整然
性に留意し、記帳された取引について証憑との
関連性を確保しなければならない。
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2. GoBDに基づくERPシステムに関するプロセスド
キュメンテーション
正規の簿記の原則は、電子帳簿およびその他の記録
に加えて、これらと関連する手続きおよびERPシステ
ムにも求められます。GoBDでは、各ERPシステムに
ついてプロセスドキュメンテーションの作成が必要と
されています。プロセスドキュメンテーションは、各
ERPシステムの最新バージョンと併せて、プロセスを
網羅的、明確に反映するものでなければならないとさ
れています（GoBD欄外番号151）。

プロセスドキュメンテーションが作成されていな
い、または前記の要件のいずれかを満たしていない場
合であっても、必ずしも帳簿の適正の否認につながる
形式的な瑕

か

疵
し

にはなりませんが、そのためには追跡可
能性および検証可能性が損なわれないことが条件とさ
れています（GoBD欄外番号155）。

【GoBDが求めるプロセスドキュメンテーション】
• 一般的な記述
• ユーザーマニュアル
• 内部管理システムの機能的、論理的記述
• 技術的なシステムドキュメンテーション
• オペレーションマニュアル

▶図1　税務申告修正規定との関係

租税通則法第153条と自己開示申告の区別

出典：EY作成資料
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⑤内部管理システム
データアクセスおよびアクセス権の管理、機
能の分割、記録（エラーメッセージ、蓋

がい

然
ぜん

性
チェック）、検証、処理の管理、ならびにプロ
グラム、データおよびドキュメントの作為的お
よび不作為の操作を防止するセキュリティ機能
は、内部管理システムの構築により確保されな
ければならない。

⑥データセキュリティ
ERP（Enterprise Resource Planning）シス
テムは、（追跡不能、削除、破損および盗難と
いった）データの消失に対する安全性が確保さ
れ、未承認入力および変更から保護されなけれ
ばならない。

⑦変更の不可能性および変更履歴
初期入力されたデータは当初の入力内容で維持
されなければならず、変更が可能で必要な場合
は、変更による影響が識別可能でなければなら
ない。

⑧データ保存
データの保存および保管は完全に確保されなけ
ればならない。例えば、帳簿は税務調査に際し
て遅滞なく提供可能でなければならない。（例
えば、VAT法第14b条等の）個別税法により、
追加の保存要件が課せられる可能性がある。

⑨追跡可能性および検証可能性
形式的および実質的な正確さの検証可能性は、
個別の商取引の記録だけでなく関連する書類も
対象となる。ERPシステムを使った帳簿上の商
取引についても、帳簿の法定保管期間中は、遡

そ

及
きゅう

的および将来的に検証可能でなければならない。
⑩データアクセス
納税者は、税務調査に際して、質問内容にかか
わらず、調査官に対して電子帳簿へのアクセス

（直接アクセス、間接アクセスまたはデータ媒
体の提供）を可能としなければならない。

⑪認証およびソフトウエア証明
データ処理（ERP）システムまたは他のシステ
ムとの関連で、電子帳簿の正確性を保証するソ
フトウエア認証は、必ずしも法定要件を満たす
わけではない。
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16年5月23日付のドイツ連邦財務省による租税通
則適用通達の補足を通じて、租税通則法第153条と自
己開示申告の区別が明らかになりました。その中で、
ドイツ連邦財務省は過去の申告の修正が事後的に発見
された場合であっても、企業内の税務申告に関する内
部統制が適切に整備されている場合は、これらを「過
失による租税回避行為」または「故意による脱税」に
よるものとはせず、「単純な修正」として扱うことに
なるとしました。
つまり、会社がGoBDのプロセスドキュメンテー
ションを含む税務コンプライアンス全体についての適
切な内部統制を整備、運用していると税務当局が確認
した場合、当該内部統制が機能し、事後的に誤りが修
正された場合であっても当該修正は単純な修正とみな
され、過失による租税回避または脱税と見なされるこ
とはなくなります。特に、VAT等に関しては事後的に
修正が必要となった場合は金額が多額になることが予
想されますが、前記税務申告にかかる内部統制が適切
に整備、運用、文書化されている場合は、当該修正は
単純な修正とみなされ、特別税務調査が追加で実施さ
れたり、租税刑事罰が追及されたりするリスクを低減
することができます。

今回取り上げたGoBDならびに税務コンプライアン
スに関する内部統制は、税務当局がIT技術の発展に対
応するとともに、税務申告に対して適切な内部統制を
整備、運用している企業にインセンティブを与えるこ
とによって企業の自主的な対応を促す内容となってい
ます。
ドイツでは税務申告については税理士に委託する
ケースが一般的です。しかし、申告業務を税理士に委
託しており、かつ社内で適切な内部統制が整備、運用
されている場合であっても、適切に文書化されていな
いケースが多いのが現状です。GoBDでは、特にシス
テム関連の税務申告に係る内部統制の文書化が求めら
れていますので、システム周りを含めた税務コンプラ
イアンス全体に関する内部統制を見直し、適切に文書
化する好機であると言えます。例えば、事後的に過去

Ⅳ　おわりに
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Ⅲ　税務修正申告と税務コンプライアンスに
　　関する内部統制の整備、運用のメリット

の税務申告を修正することになった場合に、たとえそ
れが単純な誤りであったとしても、内部統制が適切に
整備、運用、文書化されていない場合には、過失によ
る租税回避または脱税と疑われ、詳細な調査、場合に
よっては重大なペナルティーを受けてしまう可能性が
あります。
そうなった場合には、金銭的に重大な影響を受ける
だけでなく、最悪のケースでは取締役個人が刑事罰に
問われ、社会的にも重要な被害を受ける恐れがありま
す。こういった事態を回避するためにも、税務コンプ
ライアンスに関する内部統制を整備、運用し、文書化
することが必要になります。

JBS

22　　情報センサー Vol.134 July 2018


